
 

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年９月17日

【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　出川　昌人

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
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【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券に係るファンドの名称】

ブラックロック世界バランス・ファンド

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券の金額】

3,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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れた数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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第一部 【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

ブラックロック世界バランス・ファンド

(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

当初元本は、１口当り１円です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受

け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座

管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま

す。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録され

ることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式

会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、

振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格

付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

 

(3)【発行（売出）価額の総額】

3,000億円を上限とします。

 

(4)【発行（売出）価格】

購入受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社　

電話番号： 03-6703-4300（受付時間　営業日の9：00～17：00）

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp

 

(5)【申込手数料】

①　購入時の申込手数料（以下、「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額の

2.1％(税抜2.0％)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。

詳細は販売会社にお問い合わせください。

(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)

なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当

額」といいます。）が含まれています（以下同じ。）。
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②　累積投資契約
＊
に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。

＊　当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが

あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

 

(6)【申込単位】

１万円以上１円単位

なお、販売会社によって上記と異なる購入の申込単位（以下、「購入単位」といいます。）を別に定める場

合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

ただし、収益分配金再投資の場合は１円単位とします。

※　販売会社が定時定額購入サービス等（当該サービスの名称は、販売会社によって異なることがあり、この場合、当

該別の名称に読み替えるものとします。）を取扱う場合、当該販売会社が別に定める購入単位となる場合がありま

す。定時定額購入サービス等の取扱いの有無は販売会社により異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確

認ください。

 

(7)【申込期間】

平成25年９月18日から平成26年３月14日まで

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

(8)【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社　

電話番号： 03-6703-4300（受付時間　営業日の9：00～17：00）

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp

 

(9)【払込期日】

投資者は、販売会社が定める日までに購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額

に、購入時手数料を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。

振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の

口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

 

(10)【払込取扱場所】

上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。

 

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
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(12)【その他】

①　購入代金の利息

購入代金には利息をつけません。

 

②　日本以外の地域における発行

行いません。

 

③　振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関

の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振

替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

 

(参考)

◆投資信託振替制度とは、

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記

載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】

第１ 【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ブラックロック世界バランス・ファンド（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）は、長

期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目指して運用を行うことを基本とします。

 

②　当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／内外／資産複合に属しています。下記は、一般

社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網

掛け表示しています。

 

＜商品分類表＞

 

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）

単位型投信

追加型投信

国内

海外

内外

株式

債券

不動産投信

その他資産（　　　　）

資産複合

 

＜属性区分表＞

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

株式

　一般

　大型株

　中小型株

債券

　一般

　公債

　社債

　その他債券

クレジット属性

不動産投信

その他資産

（投資信託証券（資産複合（株

式・債券／資産配分変更型）））

資産複合

　資産配分固定型

　資産配分変更型

年１回

年２回

年４回

年６回（隔月）

年12回（毎月）

日々

その他

 

グローバル

（日本を含む）

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東（中東）

エマージング

ファミリー

ファンド

 

ファンド・

オブ・ファ

ンズ

あり

（部分ヘッジ）

 

なし
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＜各分類および区分の定義＞

Ⅰ．商品分類

 

単位型投信・追加型投

信の区分

追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の

信託財産とともに運用されるファンドをいう。

投資対象地域による区

分

内外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投

資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

投資対象資産による区

分

資産複合 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信

（リート）等の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源

泉とする旨の記載があるものをいう。

 

Ⅱ．属性区分

 

投資対象資産による属

性区分

その他資産（投資信託証

券（資産複合（株式・債

券 ／ 資 産 配 分 変 更

型）））

目論見書又は投資信託約款において、主として投資信

託証券に投資する旨の記載があるものをいう。ただ

し、当ファンドは、投資信託証券を通じて主として株

式・債券に投資する。また、複数資産を投資対象と

し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記

載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないも

のをいう。

決算頻度による属性区

分

年２回 目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する

旨の記載があるものをいう。

投資対象地域による属

性区分

グローバル

（日本を含む）

目論見書又は投資信託約款において、組入資産による

投資収益が世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨

の記載があるものをいう。

投資形態による属性区

分

ファンド・オブ・ファンズ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定する

ファンド・オブ・ファンズをいう。

為替ヘッジによる属性

区分

為替ヘッジあり

（部分ヘッジ）

目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッ

ジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ

るものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での

為替リスクに対するヘッジの有無をいう。

 

上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商

品 分 類 ・ 属 性 区 分 の 定 義 に つ い て は 、 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

 

③　信託金の限度額は、5,000億円とします。委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更すること

ができます。
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④　ファンドの特色

ａ．親投資信託を含む投資信託証券（以下、「投資対象ファンド」といいます。）への投資を通じて、内外

の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により、リスクを低減しながら、円ベースでの信託

財産の安定した成長を目指します。資産配分については、定期的に見直しを行います。

 

ｂ．ファンド・オブ・ファンズ形式による運用を行います。

投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券で、原則

としてアクティブ運用により付加価値を追求する投資信託証券から選定します。

＜投資対象ファンドの概要＞

ファンド名 主な投資対象

ブラックロック日本債券マザーファンド 日本の公社債

ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド

（為替ヘッジあり）

日本を含む世界先進主要国の公社債。外

貨建資産については為替ヘッジを行いま

すが、一部機動的な運用を行う場合があ

ります。

ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド

（為替ヘッジなし）

日本を含む世界先進主要国の公社債。外

貨建資産については為替ヘッジを行いま

せんが、一部機動的な運用を行う場合が

あります。

ブラックロック日本株式マザーファンド

 

ブラックロック・グローバル・ファンズ　

ジャパン・バリュー・ファンド（外国籍投資証券）

 

ブラックロック・グローバル・ファンズ　

ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポ

チュニティズ・ファンド（外国籍投資証券）

日本の株式

ブラックロック・グローバル・ファンズ　

グローバル・エクイティ・ファンド（外国籍投資証券）
日本を含む世界各国の株式

※上記の投資対象ファンドは、この投資信託の運用の長期的な安定性等の観点から変更することがあります。必ず

しも全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。

 

ｃ．ベンチマーク
＊１

は以下の指標をそれぞれの割合で合成した指数(複合インデックス)とします。

・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
＊２ 50％

・シティグループ世界国債インデックス
＊３

(除く日本、円ベース)
10％

・シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) 10％

・ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)
＊４ 10％

・ＭＳＣＩ　ＫＯＫＵＳＡＩインデックス(円換算ベース)
＊５ 10％

・無担保コール翌日物 10％

＊１　ベンチマークとは、ファンドの運用を行うに当って運用成果を評価するための基準指標です。

　　　(ベンチマークを構成する指標は、各種機関等で公表されており、その機関等の知的財産です。またこれら

の機関等は当ファンドの運用成果等に関する一切の責任を負いません。)

＊２　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村証券金融研究所が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表

すために開発された投資収益指数です。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する著作権、商標権、知的財産権その他

一切の権利は、野村証券金融研究所に帰属します。
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＊３　シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが公表する、

世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したものです。シティグループ世界国債インデックスに関する

著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰

属します。

＊４　ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数とし

て算出したものです。ＴＯＰＩＸは、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利

用など株価指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ

の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更も

しくは使用の停止を行う権利を有しています。

＊５　ＭＳＣＩ　ＫＯＫＵＳＡＩインデックスは、日本を除く主要国を対象とする株価指数であり、ＭＳＣＩ

Inc.が開発、計算した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、ＭＳＣＩ

Inc.に帰属します。また、ＭＳＣＩ Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有して

います。なお、円換算ベースとは、当該インデックスを、委託会社において円に換算したものです。

 

ｄ．外貨建資産については、為替ヘッジによるリスクの低減を図ります。為替ヘッジ（親投資信託における

為替ヘッジならびに投資対象ファンドにおいて円に対する為替ヘッジが行われている場合はこれを含みま

す）を行わない部分を信託財産の純資産総額の原則として30％程度までとします。

 

(2)【ファンドの沿革】

平成10年12月１日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

平成12年12月１日 ファンド名称の変更(旧名称「メリルリンチ・マーキュリー・世界バランス・

ファンド」)

平成18年10月１日 ファンド名称の変更（旧名称「メリルリンチ・世界バランス・ファンド」）

平成18年10月23日 運用の基本方針の変更

平成19年１月４日 投資信託振替制度への移行

平成21年12月２日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社から

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社（新社名：ブラック

ロック・ジャパン株式会社）に承継

平成24年６月27日 ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ形式に変更
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(3)【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み

 

＜契約等の概要＞

ａ．「証券投資信託契約」

ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の

業務に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。

 

ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」

販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換金代金

の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。

 

＜ファンドの仕組み＞

当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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＜委託会社の概況＞

平成25年６月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。

ａ．資本金　　　　2,435百万円

 

ｂ．沿革

1985年１月 メリルリンチ投資顧問株式会社

（後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立

1987年３月　証券投資顧問業者として登録

1987年６月　投資一任業務認可を取得

1997年12月　投資信託委託業務免許を取得

1988年３月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社

（後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立

1988年６月　証券投資顧問業者として登録

1989年１月　投資一任業務認可を取得

1998年３月　投資信託委託業務免許を取得

1999年４月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社

（後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立

1999年６月　証券投資顧問業者として登録

1999年８月　投資一任業務認可を取得

2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、

ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」

2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、

ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」

 

ｃ．大株主の状況

株主名 住所
所有

株式数
所有比率

ブラックロック・ジャパン・

ホールディングス合同会社
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 10,158株 100％
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２【投資方針】

(1)【投資方針】

①　投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資し、バランス運用により

リスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。

 

②　ベンチマークは以下の指標をそれぞれの割合で合成した指数（複合インデックス）とします。

・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 50％

・シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 10％

・シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース) 10％

・ＴＯＰＩＸ(東証株価指数) 10％

・ＭＳＣＩ　ＫＯＫＵＳＡＩインデックス(円換算ベース) 10％

・無担保コール翌日物 10％

 

③　投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券で、原

則としてアクティブ運用により付加価値を追求する投資信託証券から選定します。投資対象ファンドの選定

に当たっては、ベンチマークの構成指数に対応する資産を投資対象とする投資信託証券の中から、定性評価

と定量評価の両面から検討のうえ決定します。

 

④　別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、この投資信託の運用の長期的な安定性等の観点か

ら、上記③と同様の検討を経て変更することがあります。

 

⑤　外貨建資産については、為替ヘッジによるリスクの低減を図ります。為替ヘッジ（親投資信託における

為替ヘッジならびに投資対象ファンドにおいて円に対する為替ヘッジが行われている場合はこれを含みま

す）を行わない部分を信託財産の純資産総額の原則として30％程度までとします。

 

⑥　資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。

 

(2)【投資対象】

①　投資対象とする資産の種類(約款第16条の２)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及

び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第２条第１項で定めるものをいいます。以下同

じ。)とします。

(a) 有価証券

(b) 金銭債権

(c) 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
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②　投資対象とする有価証券(約款第17条第１項)

委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第

２条第１項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第２条第

１項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第２条第２項の規定により有

価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

(a) 国債証券

(b) 地方債証券

(c) 特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引

受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。）

(d) 短期社債等（社債等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第１項

に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第２条第８項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54

条の４第１項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林債をいいま

す。）

(e) コマーシャル・ペーパー

(f) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

(g) 外国法人が発行する譲渡性預金証書

なお、(a)から(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条

件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。

 

③　投資対象とする金融商品(約款第17条第２項)

このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときに

は、信託金を、有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券

とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

(a) 預金

(b) 指定金銭信託指定金銭信託(金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。）

(c) コール・ローン

(d) 手形割引市場において売買される手形
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投資対象ファンドの概要

(a) ブラックロック日本債券マザーファンド

商品分類 証券投資信託／親投資信託

投資目的および

投資態度

①　円建ての公社債を主要投資対象とします。

②　この投資信託は、中長期的な観点から、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデッ

クス総合を上回る投資成果をめざして運用を行います。

③　デュレーション・リスク、イールドカーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあ

たっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。

④　委託会社は、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock

Financial Management, Inc.)に、日本市場の休場日等に投資環境の変化等が認めら

れた場合等に必要に応じて、信託財産の運用指図に関する権限を委託します。

⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記の運用ができない場合があり

ます。

設定日 平成24年６月27日

信託期間 無期限

主な投資制限

①　外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。

②　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財

産の純資産総額の30％以下とします。

③　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下と

します。

④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信

託財産の純資産総額の５％以下とします。

⑤　同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ

ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得

時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑥　投資信託証券（約款第12条第１項なお書きに規定するものをいい、約款第12条第４項

各号に掲げるものを除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下

とします。

信託報酬 ございません。(注)

その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。

決算日 年１回（６月16日。休業日の場合は翌営業日。）

収益分配方針 分配を行いません。

申込手数料 ございません。

委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社

受託会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

投資顧問会社
（再委託先）

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

(注)　投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(ｂ) ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド（為替ヘッジあり）

商品分類 証券投資信託／親投資信託

投資目的および

投資態度

①　シティグループ世界国債インデックス・円ヘッジ円ベースをベンチマークとし、ベ

ンチマークを上回る投資成果を目指します。

②　世界主要国の国債等（国債、政府機関債、国際機関債）を中心に公社債に投資しま

す。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付（ＢＢＢマイナ

ス、Ｂａａ３または同等の格付、またはそれ以上の格付）が付与されているもの、

または同等の信用度を有すると判断されるものとします。

③　デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整

にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。

④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る

ことを基本としますが、一部機動的な運用を行う場合もあります。

⑤　ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託し

ます。

商号 委託する権限

ブラックロック・ファイナン

シャル・マネジメント・イン

ク(BlackRock Financial

Management, Inc.)

・外国債券等（主として米州地域）の運用ならび

に当該運用に付随する為替売買および為替ヘッ

ジの指図に関する権限

・日本の債券等の一部運用に関する権限

・信託財産にかかる地域配分等の包括的な投資判

断を行う権限（当該権限は委託会社と共有する

ものとします。）

ブラックロック・インベスト

メント・マネジメント（Ｕ

Ｋ）リミテッド(BlackRock

Investment Management (UK)

Limited)

・外国債券等（主として欧州地域）の運用ならび

に当該運用に付随する為替売買および為替ヘッ

ジの指図に関する権限

ブラックロック・インベスト

メント・マネジメント（オー

ストラリア）リミテッド

(BlackRock Investment

Management (Australia)

Limited)

・外国債券等（主として日本を除く環太平洋地

域）の運用ならびに当該運用に付随する為替売

買および為替ヘッジの指図に関する権限

⑥　前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認

められた場合等に必要に応じて、外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為

替売買および為替ヘッジの指図を自ら行うことができます。

⑦　資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場

合もあります。

設定日 平成10年７月１日

信託期間 無期限

主な投資制限

①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託

財産の純資産総額の30％以下とします。

②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下

とします。

③　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において

信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権

がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合

は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑤　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

⑥　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

信託報酬 ございません。(注)

その他費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁しま

す。

決算日 年１回（３月15日。休業日の場合は翌営業日。）

収益分配方針 分配を行いません。

申込手数料 ございません。

委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
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受託会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

投資顧問会社
（再委託先）

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

ブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッド

(注)　投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

 

(ｃ) ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

商品分類 証券投資信託／親投資信託

投資目的および

投資態度

①　シティグループ世界国債インデックス・円ベースをベンチマークとし、ベンチマー

クを上回る投資成果を目指します。

②　世界主要国の国債等（国債、政府機関債、国際機関債）を中心に公社債に投資しま

す。投資する公社債は、原則として取得時において投資適格格付（ＢＢＢマイナ

ス、Ｂａａ３または同等の格付、またはそれ以上の格付）が付与されているもの、

または同等の信用度を有すると判断されるものとします。

③　デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整

にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。

④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、一部機動的な運用

を行う場合もあります。

⑤　ブラックロック・グループの運用会社に、以下の運用の指図に関する権限を委託し

ます。

商号 委託する権限

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク(BlackRock

Financial Management, Inc.)

・外国債券等（主として米州地域）の

運用ならびに当該運用に付随する為

替売買および為替ヘッジの指図に関

する権限

・日本の債券等の一部運用に関する権

限

・信託財産にかかる地域配分等の包括

的な投資判断を行う権限（当該権限

は委託会社と共有するものとしま

す。）

ブラックロック・インベストメント・

マネジメント（ＵＫ）リミテッド

(BlackRock Investment Management

(UK) Limited)

・外国債券等（主として欧州地域）の

運用ならびに当該運用に付随する為

替売買および為替ヘッジの指図に関

する権限

ブラックロック・インベストメント・

マネジメント（オーストラリア）リミ

テッド

(BlackRock Investment Management

(Australia) Limited)

・外国債券等（主として日本を除く環

太平洋地域）の運用ならびに当該運

用に付随する為替売買および為替

ヘッジの指図に関する権限

⑥　前記に関わらず、委託会社は、日本を除く市場の休場日等に投資環境の変化等が認

められた場合等に必要に応じて、外国債券等の運用ならびに当該運用に付随する為

替売買および為替ヘッジの指図を自ら行うことができます。

⑦　資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場

合もあります。

設定日 平成10年７月１日

信託期間 無期限

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

15/88



主な投資制限

①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託

財産の純資産総額の30％以下とします。

②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下

とします。

③　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において

信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権

がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合

は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑤　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

⑥　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

信託報酬 ございません。(注)

その他費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁しま
す。

決算日 年１回（３月15日。休業日の場合は翌営業日。）

収益分配方針 分配を行いません。

申込手数料 ございません。

委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社

受託会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

投資顧問会社
（再委託先）

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

ブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッド

(注)　投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(ｄ) ブラックロック日本株式マザーファンド

商品分類 証券投資信託／親投資信託

投資目的および

投資態度

①　わが国の株式の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定し

た銘柄に分散投資します。

②　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）をベンチマークとし、信託財産の長期的な成長を図るこ

とを目標に積極的な運用を行います。

③　運用にあたっては、国際的視野に立ちマクロ経済・産業調査および当社独自の企業調

査により選択した中長期的成長が見込まれる銘柄に投資します。

設定日 平成10年７月１日

信託期間 無期限

主な投資制限

①　株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％未満とします。ただし、

当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予

想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をき

たす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用がで

きない場合があります。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産

総額の20％以下とします。

③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。

④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財

産の純資産総額の10％以下とします。

⑤　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の

財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ

れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前

の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含

め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、取得時において信託

財産の純資産総額の10％以下とします。

⑥　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

⑦　外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。

信託報酬 ございません。(注)

その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。

決算日 年１回（３月15日。休業日の場合は翌営業日。）

収益分配方針 分配を行いません。

申込手数料 ございません。

委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社

受託会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

(注)　投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(e) ブラックロック・グローバル・ファンズ　ジャパン・バリュー・ファンド

商品分類 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て)

投資目的および

投資態度

トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは純資産の70％以上を日

本の株式（日本において重要な事業展開を行っていると考えられる日本以外の企業の株

式を含みます。）に投資します。ファンドは投資顧問会社が過小評価され、投資価値を

有していると判断する企業を特に重視します。

設定日 2005年２月28日

存続期間 無期限

主な投資制限

・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10％以

下とします。

・純資産総額の５％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する

譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40％を超えないものとします。

管理報酬 ございません。(注)

その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。

決算日 年１回(原則として８月末日)に決算を行います。

収益分配方針 分配を行いません。

申込手数料 ございません。

管理会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー

投資顧問会社
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
（副投資顧問会社　ブラックロック(香港)リミテッド）

保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（インターナショナル）リミテッド

(注)　投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

 

(f) ブラックロック・グローバル・ファンズ　ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティ

ズ・ファンド

商品分類 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て)

投資目的および

投資態度

トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは純資産の70％以上を日

本の中小型の株式（日本において重要な事業展開を行っていると考えられる日本以外の

企業の株式を含みます）に投資します。取得時において日本の株式市場の時価総額下位

30％を構成する株式を中小型の株式とみなします。

設定日 1987年５月13日

存続期間 無期限

主な投資制限

・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10％以

下とします。

・純資産総額の５％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する

譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40％を超えないものとします。

管理報酬 ございません。(注)

その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。

決算日 年１回(原則として８月末日)に決算を行います。

収益分配方針 分配を行いません。

申込手数料 ございません。

管理会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー

投資顧問会社
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
（副投資顧問会社　ブラックロック・ジャパン株式会社）

保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（インターナショナル）リミテッド

(注)　投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(g) ブラックロック・グローバル・ファンズ　グローバル・エクイティ・ファンド

商品分類 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)

投資目的および

投資態度

トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは純資産の70％以上を世

界各国の株式に投資します。ファンドの純資産の51％以上を先進国の株式（先進国にお

いて重要な事業展開を行っていると考えられる先進国以外の企業の株式を含みます）に

投資します。

設定日 1986年11月24日

存続期間 無期限

主な投資制限

・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10％以

下とします。

・純資産総額の５％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する

譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40％を超えないものとします。

管理報酬 ございません。(注)

その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。

決算日 年１回(原則として８月末日)に決算を行います。

収益分配方針 分配を行いません。

申込手数料 ございません。

管理会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー

投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（インターナショナル）リミテッド

(注)　投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】

①　ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。

 

②　ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィード

バックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか

確認する組織、機能が確立しています。

 

③　当ファンドの運用は、運用部門マルチアセット運用部およびインデックス・アセット・アロケーション・

チーム(当ファンド担当：３名程度)が担当いたします。

 

運用体制図

当ファンドは委託会社の運用部門マルチアセット運用部およびインデックス・アセット・アロケーション・

チームが運用を行います。投資対象ファンドの選定に当たっては、ベンチマークの構成指数に対応する資産

を投資対象とする投資信託証券の中から、定性評価と定量評価の両面から検討のうえ決定します。

 

※　運用体制は、変更となる場合があります。

 

ブラックロック・グループ

ブラックロック・グループは、運用資産残高約3.86兆ドル
＊
(約383兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運

用グループであり、当社はその日本法人です。

当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントお

よびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リス

ク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っ

ております。

＊　2013年６月末現在。(円換算レートは１ドル＝99.34円を使用)
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(4)【分配方針】

①　収益分配方針

年２回の毎決算時(６月16日、12月16日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づ

き、分配を行います。

ａ．分配対象額の範囲

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とす

ることができます。

 

ｂ．分配対象収益についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等

によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するもの

ではありません。

 

ｃ．留保益の運用方針

留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま

す。

 

②　信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。

ａ．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配

当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額

(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を投資者に分

配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立

てることができます。

 

ｂ．売買損益に評価損益を加算した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬を控除し、繰

越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額を投資者に分配することがで

きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

 

ｃ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。

 

③　収益分配金の再投資

受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業

日に収益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、累積投資契約
＊
に基づき、投資者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿

に記載または記録されます。

＊　当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが

あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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(5)【投資制限】

当ファンドの約款で定める投資制限

ａ．投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。

(運用の基本方針　２．運用方法　(3)投資制限①)

 

ｂ．投資信託証券への投資制限(運用の基本方針　２．運用方法　(3)投資制限②)

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

 

ｃ．外貨建資産への投資制限(運用の基本方針　２．運用方法　(3)投資制限③)

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

 

ｄ．受託会社の自己または利害関係人等との取引（約款第17条の２）

(a) 受託会社は、投資者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法

人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社

の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規

定する利害関係人をいいます。以下同じ。）、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社に

おける他の信託財産との間で、投資信託約款に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人

に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。

(b) (a)の取扱いは、「公社債の借入れ」、「外国為替予約の指図および範囲」、「有価証券売却等の指

図」、「再投資の指図」および「資金の借入れ」における委託会社の指図による取引についても同様とし

ます。

 

ｅ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合に

は、制約されることがあります。

 

ｆ．公社債の借入れ(約款第28条)

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な

お、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものと

します。

(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超

えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還

するための指図をするものとします。

(d) (a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
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ｇ．外国為替予約の指図および範囲(約款第31条)

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買

の予約取引の指図をすることができます。

 

ｈ．資金の借入れ(約款第39条)

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当

て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資

にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま

す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま

す。

(b) 換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有

する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有す

る有価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する

有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有

価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないことと

します。

(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで

とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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３【投資リスク】

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これら

の信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金およ

び元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を

割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通

りです。

①　基準価額の変動要因

ａ．株価変動のリスク

当ファンドの投資対象ファンドは、世界の株式に投資します。したがって、世界の経済および市場動向

または株式の発行会社の経営・財務状況に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運

用成果に影響を与えます。

 

ｂ．金利変動リスク

当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等

の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファ

ンドの運用成果に影響を与えます。

 

ｃ．信用リスク

当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況によ

り、債務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファ

ンドの運用成果に影響を与えます。また、債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり、当

ファンドの運用成果に影響を与えます。

 

ｄ．為替変動リスク

当ファンドおよび当ファンドの投資対象ファンドは、円以外のさまざまな外貨建有価証券等に投資する

ことができます。原則として、為替ヘッジ（投資対象ファンドにおいて円に対する為替ヘッジが行われて

いる場合はこれを含みます。）を行わない部分をファンドの純資産総額の30％程度までとして、為替変動

によるリスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行わない部分について為替差損が生じることがありま

す。したがって、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。

 

ｅ．デリバティブ取引のリスク

当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができ

ます。このような投資手法は運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による

影響から当ファンドの投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コ

ストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられ

るわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
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②　ファンド運営上のリスク

ａ．購入および換金の受付の中止・取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情

があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付け

た受益権の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。

 

ｂ．ファンドの繰上償還

当ファンドは換金により受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と

認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。

 

ｃ．法令・税制・会計等の変更

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。

 

ｄ．収益分配金に関する留意点

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、

その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超

えて支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて

分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。し

たがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当す

る場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に

異なります。

 

(2) リスクの管理体制

委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体

的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング

などを行うことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当

部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクに

ついて社内規程を定めて管理を行っております。

 

※　リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

①　購入時の申込手数料（以下、「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額の

2.1％(税抜2.0％)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。詳細は販売会社にお問い合わせ

ください。

販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号： 03-6703-4300（受付時間　営業日の9：00～17：00）

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp

 

なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています（以下同じ。）。

 

②　収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

 

(2)【換金(解約)手数料】

①　換金手数料

ありません。

 

②　信託財産留保額

ありません。

 

(3)【信託報酬等】

①　信託報酬の総額

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.4385％(税抜1.37％)の率を乗じて得た額とします。

信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次のとおりとします。

 

 委託会社 販売会社 受託会社 合計

信託財産の純資産総額に対して
年0.714％

（税抜0.68％)
年0.6825％

（税抜0.65％）
年0.042％

（税抜 0.04％）
年1.4385％
(税抜1.37％)

※　投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

 

②　信託報酬の支払時期と支払方法等

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の

販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われま

す。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
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(4)【その他の手数料等】

①　信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときまたは再投資にかかる収益分配金の支払資金

に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

 

②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下

「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁します。

 

③　外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中より支弁します。

 

④　投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われま

す。

 

⑤　信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託会社の負担とします。

 

 

(5)【課税上の取扱い】

日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

①　個別元本方式について

ａ．追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が

当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。

 

ｂ．投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど

当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

 

ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われま

す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本

の算出が行われる場合があります。

 

ｄ．投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本

払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金（特

別分配金）」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)

 

②　換金時および償還時の課税について

ａ．個人の投資者の場合

換金時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。
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ｂ．法人の投資者の場合

換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

 

③　収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻

金（特別分配金）」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の

場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が

元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通

分配金となります。

なお、投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該

元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。

 

④　個人、法人の課税の取扱いについて

ａ．個人の投資者に対する課税

(a) 収益分配金の課税について

［平成25年１月１日から平成25年12月31日までの間］

支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、

10.147％(所得税7.147％、地方税３％)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要

です。

また、確定申告を行うことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（10.147％（所得税

7.147％および地方税３％））のいずれかを選択することができます。

 

［平成26年１月１日以降］

支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、

20.315％(所得税15.315％、地方税５％)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要

です。

また、確定申告を行うことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（20.315％（所得税

15.315％、地方税５％））のいずれかを選択することができます。

 

(b) 換金時および償還時の差益の課税について

［平成25年１月１日から平成25年12月31日までの間］

換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および当該購入時

手数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得

等）となり、10.147％(所得税7.147％、地方税３％)の税率による申告分離課税が適用されます。原則

として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。
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［平成26年１月１日以降］

換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および当該購入時

手数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得

等）となり、20.315％(所得税15.315％、地方税５％)の税率による申告分離課税が適用されます。原則

として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。

 

換金時および償還時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益

および上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならび

に３年間の繰越控除の対象とすることができます。

また、換金時および償還時の差益（譲渡益）については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺すること

ができます。

 

※平成26年１月１日以降、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利

用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が

５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定

の条件に該当する方が対象となります。なお、ＮＩＳＡの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および

譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

ｂ．法人の投資者に対する課税

［平成25年１月１日から平成25年12月31日までの間］

法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還

時の個別元本超過額については、7.147％(所得税7.147％、地方税の源泉徴収はありません。)の税率によ

る源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制

度の適用はありません。

 

［平成26年１月１日以降］

法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還

時の個別元本超過額については、15.315％(所得税15.315％、地方税の源泉徴収はありません。)の税率に

よる源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入

制度の適用はありません。

 

※　なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

※　課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】

「ブラックロック世界バランス・ファンド」

(1)【投資状況】(平成25年６月末現在)

 

資産の種類 金額(円) 投資比率(％)

投資証券  731,057,969 23.80

 内　日本 368,498,568 12.00

 内　アメリカ 362,559,401 11.80

親投資信託受益証券  2,130,440,386 69.36

 内　日本 2,130,440,386 69.36

コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 209,863,247 6.83

純資産総額 3,071,361,602 100.00

(注)　地域は発行通貨の国で区分しております。

 

(2)【投資資産】(平成25年６月末現在)

①【投資有価証券の主要銘柄】

 

順位 銘柄
国／
地域

種類
数量
(口)

簿価単価
(円)

簿価金額
(円)

評価単価
(円)

評価金額
(円)

投資比率
(％)

１
ブラックロック日本債券
マザーファンド

日本
親投資信託
受益証券

1,150,000,000 1.0150 1,167,250,000 1.0150 1,167,250,000 38.00

２
ブラックロック・ワール
ド・ボンド・マザーファ
ンド（為替ヘッジなし）

日本
親投資信託
受益証券

350,334,040 1.4713 515,481,506 1.4885 521,472,218 16.98

３
ブラックロック・ワール
ド・ボンド・マザーファ
ンド（為替ヘッジあり）

日本
親投資信託
受益証券

333,850,932 1.3327 444,956,522 1.3231 441,718,168 14.38

４

ブラックロック・グロー
バル・ファンズ　ジャパ
ン・スモール・アンド・
ミッド・キャップ・オポ
チュニティズ・ファン
ド　クラスＡ投資証券

アメ
リカ

投資証券 83,825 4,266.99 357,685,029 4,395.99 368,498,568 12.00

５

ブラックロック・グロー
バル・ファンズ　グロー
バル・エクイティ・ファ
ンド　クラスＡ投資証券

日本 投資証券 553,832 668.44 370,203,725 654.63 362,559,401 11.80

(注１)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

(注２)　地域は発行通貨の国で区分しております。

 

種類別投資比率

 

種類 投資比率(％)

投資証券 23.80

親投資信託受益証券 69.36

合計 93.17

(注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

平成25年６月末現在、同日前１年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通り

です。

 

 純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)

 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)

第10期(平成15年12月16日) 4,029,221,745 (同左) 0.9559 (同左)

第11期(平成16年６月16日) 4,072,018,311 (同左) 0.9715 (同左)

第12期(平成16年12月16日) 3,976,244,688 (同左) 0.9904 (同左)

第13期(平成17年６月16日) 3,881,223,246 3,892,231,131 1.0000 1.0028

第14期(平成17年12月16日) 3,718,680,362 3,753,651,932 1.0495 1.0594

第15期(平成18年６月16日) 3,472,998,119 3,489,172,148 1.0320 1.0368

第16期(平成18年12月18日) 3,504,874,161 3,537,014,767 1.0774 1.0873

第17期(平成19年６月18日) 3,480,394,629 3,511,668,257 1.0862 1.0959

第18期(平成19年12月17日) 3,440,835,439 3,456,725,583 1.0698 1.0747

第19期(平成20年６月16日) 3,336,080,954 3,351,619,818 1.0339 1.0387

第20期(平成20年12月16日) 2,927,946,701 (同左) 0.9172 (同左)

第21期(平成21年６月16日) 3,006,124,813 (同左) 0.9402 (同左)

第22期(平成21年12月16日) 3,070,218,956 (同左) 0.9586 (同左)

第23期(平成22年６月16日) 3,056,537,658 (同左) 0.9585 (同左)

第24期(平成22年12月16日) 3,014,070,397 (同左) 0.9607 (同左)

第25期(平成23年６月16日) 2,994,278,810 (同左) 0.9587 (同左)

第26期(平成23年12月16日) 2,863,902,672 (同左) 0.9346 (同左)

第27期(平成24年６月８日) 2,874,624,264 (同左) 0.9549 (同左)

第28期(平成24年12月17日) 2,915,449,753 (同左) 0.9922 (同左)

第29期(平成25年６月17日) 3,060,587,861 (同左) 1.0712 (同左)

平成24年６月末現在 2,870,200,036 ― 0.9543 ―

平成24年７月末現在 2,833,648,163 ― 0.9536 ―

平成24年８月末現在 2,841,201,809 ― 0.9576 ―

平成24年９月末現在 2,845,998,417 ― 0.9607 ―

平成24年10月末現在 2,853,420,813 ― 0.9675 ―

平成24年11月末現在 2,894,607,234 ― 0.9832 ―

平成24年12月末現在 2,950,616,717 ― 1.0056 ―

平成25年１月末現在 3,026,291,646 ― 1.0347 ―

平成25年２月末現在 3,039,460,775 ― 1.0426 ―

平成25年３月末現在 3,110,966,981 ― 1.0729 ―

平成25年４月末現在 3,190,421,501 ― 1.1051 ―

平成25年５月末現在 3,161,949,945 ― 1.1026 ―

平成25年６月末現在 3,071,361,602 ― 1.0779 ―
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②【分配の推移】

 

 １口当たりの分配金(円)

第10期 ―

第11期 ―

第12期 ―

第13期 0.0030

第14期 0.0100

第15期 0.0050

第16期 0.0100

第17期 0.0100

第18期 0.0050

第19期 0.0050

第20期 ―

第21期 ―

第22期 ―

第23期 ―

第24期 ―

第25期 ―

第26期 ―

第27期 ―

第28期 ―

第29期 ―
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③【収益率の推移】

 

 収益率(％)

第10期 △2.7

第11期 1.6

第12期 1.9

第13期 1.3

第14期 5.9

第15期 △1.2

第16期 5.4

第17期 1.7

第18期 △1.1

第19期 △2.9

第20期 △11.3

第21期 2.5

第22期 2.0

第23期 △0.0

第24期 0.2

第25期 △0.2

第26期 △2.5

第27期 2.2

第28期 3.9

第29期 8.0

(注)　収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下

「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
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(4)【設定及び解約の実績】

 

 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)

第10期 156,351,819 178,510,274 4,215,148,011

第11期 130,878,582 154,523,070 4,191,503,523

第12期 116,481,777 293,043,443 4,014,941,857

第13期 101,502,707 235,035,765 3,881,408,799

第14期 95,249,404 433,441,967 3,543,216,236

第15期 96,045,532 273,856,450 3,365,405,318

第16期 78,762,735 191,070,527 3,253,097,526

第17期 76,556,116 125,400,815 3,204,252,827

第18期 104,672,868 92,469,186 3,216,456,509

第19期 69,148,559 58,824,700 3,226,780,368

第20期 67,730,430 102,393,933 3,192,116,865

第21期 58,810,876 53,695,574 3,197,232,167

第22期 48,273,765 42,828,889 3,202,677,043

第23期 42,479,562 56,200,686 3,188,955,919

第24期 39,388,660 91,066,354 3,137,278,225

第25期 35,160,590 49,326,363 3,123,112,452

第26期 32,581,657 91,453,096 3,064,241,013

第27期 27,480,180 81,424,388 3,010,296,805

第28期 24,217,213 96,186,308 2,938,327,710

第29期 21,005,773 102,071,990 2,857,261,493
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（参考情報）

運用実績（2013年６月28日現在）
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第２ 【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

受益権の投資者は、販売会社との間で有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取

引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出し

ます。

また、投資者は、当該販売会社との間で、「累積投資約款」にしたがって累積投資契約を締結します。

投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を

申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社

は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行う

ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た

な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委

託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載

または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定

める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

 

(2) 申込期間

当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けし

ています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

(3) 受付時間

購入の受付は、申込期間中の午後３時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎての

お申込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は

販売会社にお問い合わせください。

販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号： 03-6703-4300（受付時間　営業日の9：00～17：00）

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

36/88



(4) 購入単位

お申込みは１万円以上１円単位とします。

なお、販売会社によって上記と異なる購入単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社にお問い合わ

せください。

ただし、収益分配金の再投資の場合は１円単位とします。

※　販売会社が定時定額購入サービス等(当該サービスの名称は、販売会社によって異なることがあり、この場合、当該

別の名称に読み替えるものとします。)を取扱う場合、当該販売会社が別に定める購入単位となる場合があります。

 

(5) 購入価額

受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含ま

れておりません。

 

(6) 購入時手数料

①　購入受付日の翌営業日の基準価額の2.1％(税抜2.0％)を上限として、販売会社が独自に定めることができ

ます。

詳細は販売会社にお問い合わせください。

なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。

 

②　累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。

 

(7) 購入代金の計算とお支払い

受益権の投資者は、販売会社が定める日までに、購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を

乗じた金額に、購入時手数料（消費税等相当額を含みます。）を加算した金額をいいます。）を販売会社に支

払うものとします。

 

(8) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り

消すことがあります。

 

２【換金（解約）手続等】

(1) 換金の申込と受付

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に１口以上１口単位または１円以上１円単位をもって

換金の申込をすることができます。

なお、販売会社によって上記と異なる換金単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社にお問い合わ

せください。
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投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の

受付は、午後３時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細

は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。

 

(2) 換金価額

換金の価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価

額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。

当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができま

す。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号： 03-6703-4300（受付時間　営業日の9：00～17：00）

 

(3) 換金受付の制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限があります。

 

(4) 換金代金の支払い

換金代金は原則として換金受付日から起算して５営業日目から販売会社においてお支払いします。

 

(5) 換金の受付中止および取消

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得

ない事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の受付を取り消すことができま

す。換金受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。た

だし、投資者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に

換金を受付けたものとします。
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３【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を

除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から

負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をい

います。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資

産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場

の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買

相場の仲値によるものとします。

基準価額(１万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わ

せることにより知ることができます。

また、日々の基準価額（１万口当り）は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「世界バ

ラ」と省略されて記載されております。

当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。

投資信託証券：金融商品取引所（海外取引所を含む）に上場されているものは、当該取引所における計算日

の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相

場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、

銀行等の提示する価格（原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格）で評価しま

す。また、マザーファンドの受益証券については、原則として計算日の基準価額で評価しま

す。

 

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号： 03-6703-4300（受付時間　営業日の9：00～17：00）

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp

 

(2)【保管】

該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

この信託の期間は、無期限とします。

 

(4)【計算期間】

計算期間は毎年６月17日から12月16日および12月17日から翌年６月16日までとすることを原則とします。各

計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の

期間が開始されるものとします。
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(5)【その他】

①　ファンドの償還条件等

ａ．委託会社は、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な

い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合

において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

 

ｂ．委託会社は、換金することにより、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託会社と

合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、

償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

 

ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公

告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただ

し、この信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

 

ｄ．ｃ．の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨

を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

 

ｅ．ｄ．の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき

は、ａ．およびｂ．のファンドの償還を行いません。

 

ｆ．委託会社は、このファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対

して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

 

ｇ．ｄ．～ｆ．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ

て、ｄ．の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しま

せん。

 

ｈ．委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還

させます。

 

ｉ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会

社はこのファンドを償還させます。
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ｊ．ｉ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継

ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｄ．」に該当する場合を除き、当該投資信託委

託会社と受託会社との間において存続します。

 

ｋ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背い

た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求す

ることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、

「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できな

いときは、委託会社はこのファンドを償還させます。

 

②　信託約款の変更

ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会

社と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨および

その内容を監督官庁に届け出ます。

 

ｂ．委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨および

その内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して

交付します。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。

 

ｃ．ｂ．の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨

を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

 

ｄ．ｃ．の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき

は、信託約款の変更を行いません。

 

ｅ．委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

 

ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはａ．～ｅ．の規定にし

たがいます。

 

③　運用報告書の作成

毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運

用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたしま

す。
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④　信託事務の委託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社

と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づい

て所定の事務を行います。

 

⑤　関係法人との契約の更改等に関する手続き

「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社いずれからも別

段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同

様です。

 

⑥　公告

委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。

 

４【受益者の権利等】

当ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。

 

(1) 収益分配金受領権

投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日

に収益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分

配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま

たは記録されます。

 

(2) 償還金受領権

投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して５営業日以内)

に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行

われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため

販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開

始します。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還を

するのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にし

たがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

償還金の支払いは、販売会社において行います。

投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社

が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

42/88



(3) 受益権の換金請求権

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。

換金代金は、換金請求日から起算して、原則として５営業日目から投資者に支払います。

換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの

ファンドの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行う

ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われ

ます。

 

(4) 反対者の買取請求権

ファンドの償還または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた

投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができ

ます。

 

(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権

投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請

求することができます。
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第３ 【ファンドの経理状況】

(1)　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号)及び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)

に基づいて作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期計算期間(平成24年12月18日か

ら平成25年６月17日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
ブラックロック世界バランス・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位：円)

第28期
(平成24年12月17日現在)

第29期
(平成25年６月17日現在)

資産の部

流動資産

預金 12 28

コール・ローン 221,976,601 245,182,331

投資証券 640,375,652 713,169,223

親投資信託受益証券 2,073,832,663 2,127,688,028

流動資産合計 2,936,184,928 3,086,039,610

資産合計 2,936,184,928 3,086,039,610

負債の部

流動負債

未払解約金 109,043 3,306,670

未払受託者報酬 628,890 646,512

未払委託者報酬 19,997,242 21,498,567

流動負債合計 20,735,175 25,451,749

負債合計 20,735,175 25,451,749

純資産の部

元本等

元本 2,938,327,710 2,857,261,493

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △22,877,957 203,326,368

（分配準備積立金） 205,926,246 223,345,609

元本等合計 2,915,449,753 3,060,587,861

純資産合計 2,915,449,753 3,060,587,861

負債純資産合計 2,936,184,928 3,086,039,610
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位：円)

第28期
(自 平成24年６月19日
　至 平成24年12月17日)

第29期
(自 平成24年12月18日
　至 平成25年６月17日)

営業収益

受取利息 102,109 72,147

有価証券売買等損益 110,867,251 204,017,920

為替差損益 17,697,265 44,842,974

その他収益 2,297,570 5,323,327

営業収益合計 130,964,195 254,256,368

営業費用

受託者報酬 628,890 646,512

委託者報酬 19,997,242 21,498,567

その他費用 239,673 6,008

営業費用合計 20,865,805 22,151,087

営業利益 110,098,390 232,105,281

経常利益 110,098,390 232,105,281

当期純利益 110,098,390 232,105,281

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 767,570 8,005,831

期首剰余金又は期首欠損金（△） △135,672,541 △22,877,957

剰余金増加額又は欠損金減少額 4,333,376 2,104,875

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

4,333,376 771,572

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ 1,333,303

剰余金減少額又は欠損金増加額 869,612 －

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

869,612 －

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △22,877,957 203,326,368

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

46/88



(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。

投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近の最終

相場で評価しております。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額又は価格

情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3)時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義

務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額

で評価しております。 

 

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

 

３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し

ております。

 

４　収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建資産等の会計処理

(1)外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨

の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61

条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(2)計算期間の取扱い

第29期計算期間は第28期及び第29期計算期末が休業日であったため、平成24年12月18日から平成25年６月17日までとなってお

ります。
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(貸借対照表に関する注記)

 

項目
第28期

(平成24年12月17日現在)
第29期

(平成25年６月17日現在)

１　当該計算期間の末日にお

ける受益権総数

 

2,938,327,710口

 

2,857,261,493口

   

２　投資信託財産の計算に関

する規則第55条の６第10

号に規定する額

 

元本の欠損

22,877,957円

 

 

－

   

３　１口当たり純資産額 0.9922円 1.0712円

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

項目
第28期

(自　平成24年６月19日
至　平成24年12月17日)

第29期
(自　平成24年12月18日
至　平成25年６月17日)

１　資産運用の権限を再委託

する場合の当該委託費用
1,405,414円 1,623,756円

   

２　分配金の計算過程 第28期計算期末における、費用控除後

の配当等収益（2,015,748円）、費用

控除及び繰越欠損金補填後の有価証券

売買等損益(0円）、収益調整金（有価

証券売買等損益相当額）(0円）、収益

調 整 金 （ そ の 他 収 益 調 整 金 ）

（50,394,025円）、分配準備積立金

(203,910,498円）により、分配対象収

益は256,320,271円となりましたが、

委託会社が基準価額水準・市況動向等

を勘案し、当期は分配を見合わせまし

た。

第29期計算期末における、費用控除後

の配当等収益（4,829,271円）、費用

控除及び繰越欠損金補填後の有価証券

売買等損益(19,714,161円）、収益調

整金（有価証券売買等損益相当額）(0

円）、収益調整金（その他収益調整

金）（50,461,542円）、分配準備積立

金(198,802,177円）により、分配対象

収益は273,807,151円となりました

が、委託会社が基準価額水準・市況動

向等を勘案し、当期は分配を見合わせ

ました。
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(金融商品に関する注記)

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

１　金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の

基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

 

２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま

す。当ファンドが保有する有価証券は親投資信託受益証券及び投資証券であります。

当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動のリスク」、「信用リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」、

「デリバティブ取引のリスク」等があります。

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決済等

に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資

産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主

要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであり

ます。

 

３　金融商品に係るリスク管理体制

(1) 市場リスクの管理

ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等に

レポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアン

スチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。

(2) 信用リスクの管理

ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を

行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情

報・分析結果を共有しております。

(3) 取引先リスクの管理

リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共

に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスク

のファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の

内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration

Riskチームへ申請を行っております。

 

また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

 
第28期

(平成24年12月17日現在)
第29期

(平成25年６月17日現在)

１　貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で

評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差

額はありません。

 

１　貸借対照表計上額、時価及び差額

同左

２　時価の算定方法

(1) 有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記

載しております。

２　時価の算定方法

(1) 有価証券

同左

(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(2) デリバティブ取引等

デリバティブ取引については、「（その他注記）」

の「3　デリバティブ取引関係」に記載しておりま

す。

 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

 

３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。

 

３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等

は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体

がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので

はありません。

 

４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

金銭債権については全て1年以内に償還予定であり

ます。

４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

同左

 

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
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(その他の注記)

１　期中元本変動額

 

項目
第28期

(平成24年12月17日現在)
第29期

(平成25年６月17日現在)

期首元本額 3,010,296,805円 2,938,327,710円

期中追加設定元本額 24,217,213円 21,005,773円

期中一部解約元本額 96,186,308円 102,071,990円

 

２　有価証券関係

 

第28期(平成24年12月17日現在)

売買目的有価証券

 

種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額

(円)

親投資信託受益証券 63,832,663

投資証券 48,439,292

合計 112,271,955

 

第29期(平成25年６月17日現在)

売買目的有価証券

 

種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額

(円)

親投資信託受益証券 53,855,365

投資証券 140,078,970

合計 193,934,335
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３　デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

 

通貨関連

第28期(平成24年12月17日現在)

該当事項はありません。

 

区分 種類

第29期(平成25年６月17日現在)

契約額等(円)

時価(円) 評価損益(円)
 

うち１年超
(円)

市場取引以外の取引

為替予約取引     

売建     

　アメリカドル 28 － 28 －

合計 28 － 28 －

(注１)　時価の算定方法

為替予約取引

１　計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合

は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②　計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま

す。

・　計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の

うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・　計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ

れている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲

値で評価しております。

(注２)　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(4)【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

投資証券

日本円

ブラックロック・グローバル・ファンズ
ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・
オポチュニティズ・ファンド　クラスＡ投資証
券

83,825.880 357,685,029  

日本円　　　小計 83,825.880 357,685,029  

アメリカドル
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・エクイティ・ファンド
クラスＡ投資証券

553,832.230 3,754,982.510  

アメリカドル　小計 553,832.230
3,754,982.510
(355,484,194)

 

投資証券　合計  
713,169,223
(355,484,194)

 

親投資信託
受益証券

ブラックロック日本債券マザーファンド 1,150,000,000 1,167,250,000  

ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド
（為替ヘッジなし）

350,334,040 515,481,506  

ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド
（為替ヘッジあり）

333,850,932 444,956,522  

親投資信託受益証券　合計  2,127,688,028  

合計  
2,840,857,251
(355,484,194)

 

(注１)　投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注２) １　各種通貨毎の小計の欄における(　)内の金額は、邦貨換算額であります。

２　合計欄における(　)内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

３　外貨建有価証券の内訳

通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率

アメリカドル 投資証券　１銘柄 100.0％ 100.0％

 

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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２【ファンドの現況】

ブラックロック世界バランス・ファンド(平成25年６月末現在)

【純資産額計算書】
 

Ⅰ　資産総額 3,075,828,476円

Ⅱ　負債総額 4,466,874円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 3,071,361,602円

Ⅳ　発行済数量 2,849,308,480口

Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0779円
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】

１　受益証券の名義書換え等

該当事項はありません。

 

２　受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成していません。

 

３　投資者に対する特典

該当事項はありません。

 

４　内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。

 

５　受益証券の再発行

投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名

式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を

行わないものとします。

 

６　受益権の譲渡

①　投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および

譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。た

だし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替

機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益

権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③　①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口

座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要

と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることがで

きます。

 

７　受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することが

できません。
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８　受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが

い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

 

９　償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において

換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前

のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払いま

す。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと

引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該

振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資

者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資

者に支払います。

 

10　質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受

付、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取

り扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】

第１ 【委託会社等の概況】

 

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額等

①資本金　　　　　　　　2,435,000千円

 

②発行する株式の総数　　36,000株

 

③発行済株式の総数　　　10,158株

 

④直近５ヵ年における主な資本金の額の増減

平成20年７月１日付で、資本金を金475,000千円から485,000千円に増額しました。

 

(2) 委託会社の機構

①経営の意思決定機構

＜株主総会＞

株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変

更等、会社法及び定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。

 

＜取締役会＞

取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。

 

＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞

当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築及び業務運営の推進を目的として、エグゼクティ

ブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営及び責任体制の確立を図って

います。

 

②運用の意思決定機構

投資委員会

・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議しま

す。

 

運用担当部署

・各運用担当部署では、投資委員会の決定に従い、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ

セスを通して運用を行います。
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ポートフォリオ・マネジャー

・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行

います。

 

リスク管理

・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。

具体的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニ

タリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結

果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務

に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
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２【事業の内容及び営業の概況】

 

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定

める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言

業務ならびに有価証券の売買の媒介および有価証券の募集に関する第一種金融商品取引業務等を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は平成25年６月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

 

種類 本数 純資産総額

公募投資信託 追加型株式投資信託 28本 190,601百万円

 単位型株式投資信託 2本 19,861百万円

私募投資信託  76本 2,022,294百万円

合計 106本 2,232,757百万円
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３【委託会社等の経理状況】

 

１．財務諸表の作成方法について

　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等

に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度（自平成24年4月1日　至平成

25年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1) 【貸借対照表】

(単位：百万円)

  
第25期

(平成24年3月31日現在)
第26期

(平成25年3月31日現在)

資産の部    

流動資産    

現金・預金 ※３ 7,980 5,755

立替金  4 6

前払費用  113 113

未収入金 ※２ 29 1,001

未収委託者報酬  880 1,208

未収運用受託報酬  2,590 2,566

未収収益 ※２ 633 1,329

未収還付法人税等  79 -

繰延税金資産  388 373

その他流動資産  4 4

流動資産計  12,706 12,359

固定資産    

有形固定資産    

建物附属設備 ※１ 1,847 1,688

器具備品 ※１ 605 479

有形固定資産計  2,453 2,168

無形固定資産    

ソフトウエア  17 10

のれん  2,214 1,582

クライアント・リレーションシップ資産  1,073 766

その他の無形固定資産  3 3

無形固定資産計  3,309 2,363

投資その他の資産    

長期差入保証金  972 958

長期前払費用  52 43

長期未収入金  - 207

繰延税金資産  774 387

投資その他の資産計  1,799 1,596

固定資産計  7,562 6,128

資産合計  20,268 18,488
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(単位：百万円)

  
第25期

(平成24年3月31日現在)
第26期

(平成25年3月31日現在)

負債の部    

流動負債    

預り金  70 71

未払収益分配金  1 1

未払償還金  77 76

未払手数料  328 433

その他未払金  11 6

未払費用 ※２ 889 1,160

未払消費税等  14 38

未払法人税等  - 200

賞与引当金  352 343

役員賞与引当金  26 23

早期退職慰労引当金  69 75

流動負債計  1,839 2,432

固定負債    

長期借入金  5,237 2,737

退職給付引当金  44 12

資産除去債務  240 244

固定負債計  5,522 2,994

負債合計  7,362 5,426

    

純資産の部    

株主資本    

資本金  2,435 2,435

資本剰余金    

資本準備金  2,316 2,316

その他資本剰余金  3,846 3,846

資本剰余金合計  6,162 6,162

利益剰余金    

利益準備金  336 336

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  3,972 4,128

利益剰余金合計  4,308 4,464

株主資本合計  12,906 13,062

純資産合計  12,906 13,062

負債・純資産合計  20,268 18,488
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(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

  
第25期

(自　平成23年4月1日
至　平成24年3月31日)

第26期
(自　平成24年4月1日
至　平成25年3月31日)

営業収益    

委託者報酬  4,207 3,991

運用受託報酬  7,952 7,018

その他営業収益  4,287 5,598

営業収益計  16,448 16,608

営業費用    

支払手数料  1,370 1,388

広告宣伝費  218 215

公告費  12 2

調査費    

調査費  399 344

委託調査費  2,523 2,718

調査費計  2,922 3,062

委託計算費  131 125

営業雑経費    

通信費  77 68

印刷費  80 73

諸会費  24 24

営業雑経費計  183 165

営業費用計  4,839 4,959

一般管理費    

給料    

役員報酬  268 224

給料・手当  3,566 3,304

賞与  1,804 2,007

給料計  5,640 5,536

退職給付費用  267 253

福利厚生費  691 620

事務委託費  1,002 1,015

交際費  31 45

寄付金  2 3

旅費交通費  168 184

租税公課  113 95

不動産賃借料  964 700

水道光熱費  99 99

固定資産減価償却費  329 300

のれん償却費  736 632

クライアント・リレーションシップ資産償却費  306 306

資産除去債務利息費用  3 3

諸経費  313 312

一般管理費計  10,672 10,110

営業利益  936 1,537
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(単位：百万円)

  
第25期

(自　平成23年4月1日
至　平成24年3月31日)

第26期
(自　平成24年4月1日
至　平成25年3月31日)

営業外収益    

為替差益  - 25

還付加算金等  0 2

雑益  53 11

営業外収益計  53 39

営業外費用    

支払利息  172 115

為替差損  4 -

固定資産除却損  3 6

雑損  - 27

営業外費用計  180 149

経常利益  810 1,428

特別利益    

抱合せ株式消滅差益  159 -

特別利益計  159 -

特別損失    

特別退職金  389 246

事務過誤取引損  - 445

特別損失計  389 692

税引前当期純利益  579 736

法人税、住民税及び事業税  2 177

法人税等調整額  613 402

当期純利益又は当期純損失（△）  △36 156
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

  
第25期

(自　平成23年4月1日
至　平成24年3月31日)

第26期
(自　平成24年4月1日
至　平成25年3月31日)

株主資本    

資本金    

当期首残高  2,435 2,435

当期末残高  2,435 2,435

資本剰余金    

資本準備金    

当期首残高  2,316 2,316

当期末残高  2,316 2,316

その他資本剰余金    

当期首残高  3,846 3,846

当期末残高  3,846 3,846

資本剰余金合計    

当期首残高  6,162 6,162

当期末残高  6,162 6,162

利益剰余金    

利益準備金    

当期首残高  336 336

当期末残高  336 336

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金    

当期首残高  4,008 3,972

当期変動額    

当期純利益又は当期純損失（△）  △36 156

当期変動額合計  △36 156

当期末残高  3,972 4,128

利益剰余金合計    

当期首残高  4,345 4,308

当期変動額    

当期純利益又は当期純損失（△）  △36 156

当期変動額合計  △36 156

当期末残高  4,308 4,464

株主資本合計    

当期首残高  12,942 12,906

当期変動額    

当期純利益又は当期純損失（△）  △36 156

当期変動額合計  △36 156

当期末残高  12,906 13,062

純資産合計    

当期首残高  12,942 12,906

当期変動額    

当期純利益又は当期純損失（△）  △36 156

当期変動額合計  △36 156

当期末残高  12,906 13,062
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[重要な会計方針]

1.　　固定資産の減価償却方法

(1) 　有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。

 

(2) 　無形固定資産

ソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

のれん及びクライアント・リレーションシップ資産の償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基づく

定額法によっております。

 

2.　　引当金の計上基準

(1) 　退職給付引当金の計上方法

①　　旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職制度に基づく給付額を保証しているため、

期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

 

②　　確定拠出年金制度

確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。

 

③　　確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付し

ており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上して

おります。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費用処理

しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

 

(2) 　賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

(3) 　役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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(4) 　早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

3.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

4.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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[注記事項]

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 前事業年度 当事業年度

 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

建物附属設備 445　百万円 608　百万円

器具備品 550　百万円 661　百万円

 

※２　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 前事業年度 当事業年度

 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

金銭債権 295　百万円 625　百万円

金銭債務 106　百万円 204　百万円

 

※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行（前事業年度においては、取引銀行１行）と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

当座貸越極度額 500　百万円 1,000　百万円

借入実行残高 － －

差引額 500　百万円 1,000　百万円

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度　(自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 10,158 － － 10,158

 

2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.　　配当に関する事項

該当事項はありません。
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当事業年度　(自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 10,158 － － 10,158

 

2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.　　配当に関する事項

該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

前事業年度　(自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度　(自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日)

該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

1.　　金融商品の状況に関する事項

(1) 　金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に限定

しています。

 

(2) 　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関して

は、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体

制をしいております。

営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。

長期借入金は主に運転資金及び過去における経営統合時に必要とされた資金調達です。変動金利の借入金は、金利の

変動リスクに晒されていますが、借入先が全て関連当事者となっており、そのリスクは当ブラックロック・グループ

全体で管理されております。

営業債務や借入金は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理してお

ります。
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2.　　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前事業年度　（平成24年3月31日）

 貸借対照表計上額 時価 差額

 （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 7,980 7,980 －

(2)　立替金 4 4 －

(3)　未収入金 29 29 －

(4)　未収委託者報酬 880 880 －

(5)　未収運用受託報酬 2,590 2,590 －

(6)　未収収益 633 633 －

(7)　未収還付法人税等 79 79 －

(8)　長期差入保証金 972 925 △46

資産計 13,171 13,125 △46

(1)　預り金 70 70 －

(2)　未払収益分配金 1 1 －

(3)　未払償還金 77 77 －

(4)　未払手数料 328 328 －

(5)　その他未払金 11 11 －

(6)　未払費用 889 889 －

(7)　未払消費税等 14 14 －

(9)　長期借入金 5,237 5,629 391

負債計 6,628 7,020 391
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当事業年度　（平成25年3月31日）

 貸借対照表計上額 時価 差額

 （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 5,755 5,755 －

(2)　立替金 6 6 －

(3)　未収入金 1,001 1,001 －

(4)　未収委託者報酬 1,208 1,208 －

(5)　未収運用受託報酬 2,566 2,566 －

(6)　未収収益 1,329 1,329 －

(8)　長期差入保証金 958 935 △23

(9)　長期未収入金 207 207 －

資産計 13,034 13,011 △23

(1)　預り金 71 71 －

(2)　未払収益分配金 1 1 －

(3)　未払償還金 76 76 －

(4)　未払手数料 433 433 －

(5)　その他未払金 6 6 －

(6)　未払費用 1,160 1,160 －

(7)　未払消費税等 38 38 －

(8)　未払法人税等 200 200 －

(9)　長期借入金 2,737 3,118 381

負債計 4,726 5,108 381

 

(注1) 　金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1) 現金・預金、(2) 立替金、(3) 未収入金、(4) 未収委託者報酬、(5) 未収運用受託報酬、(6) 未収収益及び(7) 未収還付

法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

 

(8) 長期差入保証金

事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金

利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均残存勤務期間

を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。

 

(9) 長期未収入金

長期未収入金の時価については、期末日時点の回収見込額等により算定しております。

 

負　債

(1) 預り金、(2) 未払収益分配金、(3)未払償還金、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6) 未払費用、(7) 未払消費税等及

び(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(9) 長期借入金

長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて

算定する方法によっています。

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なって

いないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。

 

(注2) 　長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成24年3月31日）

 1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超

  2年以内 3年以内 4年以内 5年以内  

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

長期借入金 － － － － － 5,237

合計 － － － － － 5,237

 

当事業年度（平成25年3月31日）

 1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超

  2年以内 3年以内 4年以内 5年以内  

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

長期借入金 － － － － － 2,737

合計 － － － － － 2,737

 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度　(自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度　(自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日)

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

1.　　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有してい

ます。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株

式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、平成23年1月1日付

で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の

③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
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2.　　退職給付債務に関する事項

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 （平成24年3月31日） （平成25年3月31日）

(1) 退職給付債務 △1,618 △1,541

(2) 年金資産 1,592 1,710

(3) 未積立退職給付債務 △25 168

(4) 未認識過去勤務債務 △43 △38

(5) 未認識数理計算上の差異 23 △141

(6) 退職給付引当金 △44 △12

 

3.　　退職給付費用に関する事項

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

 至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

(1) 勤務費用等 226 216

(2) 利息費用 27 17

(3) 期待運用収益 △28 △31

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △4 △4

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 △10 1

(6) 確定拠出年金に係る要拠出額 57 54

　　退職給付費用合計 267 253

(7) 特別退職金 389 246

　　合計 657 499

 

4.　　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 　退職給付見込額の期間配分方法

ポイント基準

 

(2) 　割引率

前事業年度 当事業年度

(自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

1.1％ 1.0％
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(3) 　期待運用収益率

前事業年度 当事業年度

(自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

2.1％ 2.0％

 

(4) 　過去勤務債務の額の処理年数

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。

 

(5) 　数理計算上の差異の処理年数

発生の翌事業年度から9年で処理しております。
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（税効果会計関係）

1.　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 前事業年度 当事業年度

 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

繰延税金資産     

税務上の繰越欠損金 1,085百万円 443百万円

未払費用 223〃 197〃

損金計上事務過誤取引 －〃 168〃

賞与引当金 133〃 125〃

資産除去債務 85〃 87〃

早期退職慰労引当金 26〃 28〃

退職給付引当金 17〃 16〃

有形固定資産 40〃 12〃

無形固定資産 6〃 4〃

その他 5〃 25〃

繰延税金資産合計 1,625〃 1,110〃

繰延税金負債     

無形固定資産 △404〃 △287〃

資産除去債務に対応する除去費用 △56〃 △47〃

退職給付引当金 －〃 △12〃

その他 △1〃 △3〃

繰延税金負債合計 △462〃 △350〃

繰延税金資産の純額 1,162〃 760〃

 

（注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。

 前事業年度 当事業年度

 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

流動資産－繰延税金資産 388百万円 373百万円

固定資産－繰延税金資産 774〃 387〃
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2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 前事業年度 当事業年度

 (平成24年3月31日) (平成25年3月31日)

法定実効税率 41.0％ 38.0％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 13.1〃 9.2〃

損金不算入ののれん償却額 44.7〃 32.7〃

抱合せ株式消滅差益 △11.3〃 －〃

住民税均等割 0.4〃 0.3〃

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 17.9〃 －〃

その他 0.3〃 △1.4〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 106.2％ 78.8％

 

（企業結合等関係）

前事業年度　(自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

（共通支配下の取引等）

1.　　取引の概要

(1) 　結合当事企業の名称

結合企業：ブラックロック・ジャパン株式会社

被結合企業：ブラックロック証券株式会社（以下、「BSC」という。）

(2) 　主な事業内容

第一種金融商品取引業

(3) 　企業結合日

平成23年4月1日

(4) 　企業結合の法的形式

当社を吸収合併存続会社とし、BSCを吸収合併消滅会社としました。

(5) 　結合後企業の名称

ブラックロック・ジャパン株式会社

(6) 　取引の目的を含む取引の概要

当社はグループ内における再編の一環として、平成23年2月25日開催の臨時株主総会の決議に基づき、平成23年4月1日

付で当社を吸収合併存続会社とし、100％子会社であるBSCを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行いました。なお、

本吸収合併の効力発生時点においてBSCの株主は当社のみとなっていることから、本吸収合併に際して、当社はBSCに

対して、株式その他の金銭等の対価を交付しておりません。

 

2.　　実施した会計処理の概要

本取引は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引と

して処理しております。
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当事業年度　(自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日)

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.　　当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間10年と見積り、割引率は1.5%を使用して資産除去債務の金額を計

算しております。

 

3.　　当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

 至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

期首残高 237 240

時の経過による調整額 3 3

期末残高 240 244

 

（セグメント情報等）

前事業年度　(自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.　　関連情報

(1)　 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計

外部顧客営業収益 4,207 7,952 4,287 16,448

 

(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

12,063 3,092 1,292 16,448

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略して

おります。

 

(3) 　主要な顧客ごとの情報

政府系機関に対するものを除き、営業収益の10%以上を占める主要な顧客に該当するものはありません。

 

3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 

当事業年度　(自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.　　関連情報

(1) 　製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計

外部顧客営業収益 3,991 7,018 5,598 16,608

 

(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

10,991 4,445 1,171 16,608

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略して

おります。

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

78/88



(3) 　主要な顧客ごとの情報

政府系機関に対するものを除き、営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク
1,865 投資運用業

 

3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 

（関連当事者情報）

1.　　関連当事者との取引

　財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前事業年度　（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連
当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社

ブラックロック・
ファイナンシャ
ル・マネジメン
ト・インク

米国
ニュー
ヨーク州

9,889
百万
米ドル

投資
顧問業

(被所有)
間接
100

投資顧問
契約の
再委任等

運用
受託報酬

0

未収収益 282
受入
手数料

1,403

委託
調査費

1,047

未払費用 106
事務
委託費

111

 

当事業年度　（自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連
当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
ブラックロック・
インク

米国
ニュー
ヨーク州

2百万
米ドル

資産運用会社等
の事業の支配・

管理

(被所有)
間接
100

グローバル
契約の締結

保険金
の受取

229 未収入金 229

親会社

ブラックロック・
ファイナンシャ
ル・マネジメン
ト・インク

米国
ニュー
ヨーク州

9,429
百万
米ドル

投資
顧問業

(被所有)
間接
100

投資顧問
契約の
再委任等

運用
受託報酬

0

未収収益 381
受入
手数料

1,865

委託
調査費

379

未払費用 204
事務
委託費

125
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(2) 　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度　（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連
当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
ブラックロック
証券(株)

東京都
千代田区

1億
5千5万円

第一種
金融商品
取引業

所有
直接
100

吸収合併
消滅会社

吸収合併

承継資産
合計:846

－ －
承継負債
合計:387

 

当事業年度　（自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日）

該当事項はありません。

 

(3) 　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度　（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連
当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の
親会社を
持つ会社

ブラックロッ
ク・ルックス・
フィンコ・
S.a.r.l.

ルクセン
ブルグ
大公国
ルクセン
ブルグ市

10万
米ドル

資産運用会社
等の事業の支
配・管理

なし
ローン
借入

資金
の返済

1,100
長期
借入金

5,237

支払利息 172 未払利息 －

 

当事業年度　（自　平成24年4月1日　至　平成25年3月31日）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連
当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の
親会社を
持つ会社

ブラックロック
(シンガポール)
リミテッド

シンガ
ポール

2百万
シンガ
ポール
ドル

投資
顧問業

なし
運用権限の
再委託等

費用
の立替

734 未収入金 734

受入手数料 83 未収収益 9

同一の
親会社を
持つ会社

ブラックロッ
ク・インスティ
テューショナ
ル・トラスト・
カンパニー、エ
ヌ、エイ.

米国
カリフォ
ルニア州

150万
米ドル

投資
顧問業

なし
運用権限の
再委託等

運用
受託報酬

61

未収収益 482

受入手数料 1,152

委託調査費 874

未払費用 123

事務委託費 48

同一の
親会社を
持つ会社

ブラックロッ
ク・ルック
ス・フィンコ・
S.a.r.l.

ルクセン
ブルグ
大公国
ルクセン
ブルグ市

2百万
米ドル

資産運用会社
等の事業の支
配・管理

なし
ローン
借入

資金
の返済

2,500
長期
借入金

2,737

支払利息 115 未払利息 －

（注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。

(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。

(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(5) 保険金の受取条件については、一般取引条件と同様に決定しております。

(6) 子会社との吸収合併については、共通支配下の取引として算定された額を計上しております。

(7) 支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

(8) 費用の立替の支払条件については、一般取引条件と同様に決定しております。

(9) 長期借入金の期末残高は劣後特約付借入金に係るものであります。
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2.　　親会社に関する注記

(1) 　親会社情報

ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）

 

（１株当たり情報）

 前事業年度 当事業年度

 (自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

 至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

１株当たり純資産額 1,270,562 円 50 銭 1,285,919 円 88 銭

１株当たり当期純利益金額

又は当期純損失金額（△）
△3,570 円 78 銭 15,357 円 37 銭

（注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△）については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前事業年度 当事業年度

(自 平成23年4月 1日 (自 平成24年4月 1日

至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

当期純利益

又は当期純損失（△）
（百万円） △36 156

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る当期純利益

又は当期純損失（△）
（百万円） △36 156

普通株式の期中平均株式数 （株） 10,158 10,158

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

81/88



４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ

れています。

(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の

保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内

閣府令で定めるものを除きます。)。

(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引

の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内

閣府令で定めるものを除きます。)。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委

託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の

団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子

法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法

人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取

引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の

額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を

失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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５【その他】

定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

変更年月日 変更事項

平成19年９月18日 証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投

信投資顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行いました。

平成19年９月30日 商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のた

め、定款変更を行いました。

平成19年９月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。

平成19年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。

平成20年７月１日 グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス

株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。

平成20年７月１日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。

平成21年６月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。

平成21年12月２日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行い

ました。

平成23年４月１日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款

変更および資本金の額の変更を行いました。
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第２ 【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

・名称 ：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

・資本金の額 ：324,279百万円(平成25年３月末現在)

・事業の内容 ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 

＜再信託受託会社の概要＞

・名称 ：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

・資本金の額 ：10,000百万円(平成25年３月末現在)

・事業の内容 ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

・再信託の目的 ：原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から

再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、

原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

 

(2) 販売会社

名称
資本金の額

(平成25年３月末現在)
事業の内容

北九州銀行株式会社 10,000百万円

銀行法に基づき、銀行業を営んでおりま
す。

株式会社静岡銀行 90,845百万円

株式会社もみじ銀行
＊ 87,465百万円

株式会社山口銀行 10,005百万円

静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品
取引業を営んでいます。

ワイエム証券株式会社 1,270百万円

＊　株式会社もみじ銀行は、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還

金の支払いに関する事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。
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２【関係業務の概要】

(1) 受託会社

受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管

銀行への指図・連絡等を行います。

 

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資

に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行います。

 

 

３【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

 

(2) 販売会社

該当事項はありません。
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第３ 【その他】

１　交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

(1) 委託会社等の情報

①　委託会社名

②　金融商品取引業者登録番号

③　設立年月日

④　資本金

⑤　当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額

⑥　「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨

(2) 受託会社に関する情報

受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨

(3) 詳細情報の入手方法

詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。

①　委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等

②　請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨

(4) 交付目論見書の使用開始日

(5) 届出の効力に関する事項

金商法第４条第１項又は第２項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容

を記載します。

①　届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

②　届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日

(6) その他の記載事項

①　商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198

号、以下「投信法」という。）に基づき事前に投資者の意向を確認する旨

②　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

③　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の

記録をしておくべきである旨

④　「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

 

２　交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の

適用がない旨を記載します。

 

３　目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

 

４　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

平成25年８月７日

 

ブラックロック・ジャパン株式会社

取　締　役　会　御　中

 

あ ら た 監 査 法 人

 指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　鶴　田　光　夫　㊞

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられ

ているブラックロック世界バランス・ファンドの平成24年12月18日から平成25年６月17日までの計算期間の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査

を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人

の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査

の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況

に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、

経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示

を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラックロッ

ク世界バランス・ファンドの平成25年６月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　 上

 

 

（注） １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２． 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

次へ
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成２５年６月１４日

 

ブラックロック・ジャパン株式会社  

取　 　締　 　役 　　会 御中

 

 有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

  指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川　 　本　 　修　 　司 印  

  指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 若　 　林　 　亜　 　希 印  

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

の第２６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及

びその他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計

画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連

する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブ

ラックロック・ジャパン株式会社の平成２５年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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